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１．学校の歴史 
(1) 校章と校歌 

青く澄んだ空、小鳥たちのさえずり、みどりの木立、

眼下の信濃川、遠くには魚沼三山をながめるすばらしい

環境。しかし、冬は深い雪が一面にそれらをつつみこん

でしまう。 

時には、目もあけられない猛吹雪…… 。 

その雪が、この雪国に生まれた私達の生活に多くの知

恵と勇気を与え、創造力と忍耐力を育ててきた。 

この郷土のきびしくも美しい自然の中で、四校舎の統

合で得た友情そして地域の人々の協力と和に支えられな

がら、南中の生徒が明るくたくましく伸びてほしい。こ

のような願いを雪の結晶にこめてデザインした。 

デザイン諏訪部俊男氏（真皿） 

〇校歌の制定 

昭和 56年 11月 18日制定 高野一能 作詞 広瀬量平 作曲 

暁の
あかつき

鐘は響きて 

大いなる 黎明
あ さ

は来
きた

れり 

美
うる

わしき 伝統
つ た え

の基礎
も と い

 

いざわれら ともに築かん 

 

 校歌の歌詞は、当時、小千谷市の教育長をしておられ、五智院の住職でもおられた高野一

能先生が南中の教育目標をよく理解されてつくられたものです。 

１．多くの市民のねがいである南中学校の創設が決まった。良き伝統をみんなでつくって行

こうということである。 

２．縄文中期に住みついた由緒あるこの緑の大地に友情の花を咲かせよう、若い情熱で学力

体力、活力をつけ誇りをもとうということである。 

３．すばらしい環境の中で、永遠に変らない真理を求め、枯れることなく前進しようという

ことである。 

 作曲をされたのは、京都芸術大学教授の広瀬量平先生です。先生は北海道大学、東京芸大

作曲科の出身です。校歌としては他に類を見ない芸術性の高い曲だと言われています。校歌

は普通２拍子・４拍子の曲が多いのですが、この校歌は３拍子でできていて、固い日本語を

流れるような曲につくられています。そして、最後の「ともに ともに、ともに…」の盛り

あげるところで中学生に歌いやすいように、しかも、作詞と曲とが見事に調和された表現と

なっています。先生は長ずるに従って音楽の道に進まれ、哲学を通して高野先生と結ばれ、

先生の依頼で作曲されただけに、非常に格調と芸術性の高い校歌ができたものと思います。 

 他に誇れるすばらしい校歌を持つ、私たち南中生は、常に校歌を歌う時には、これらのこ

とを考えて、自信と誇りを持って歌いましょう。 
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〇校歌 

作詞 高野一能   作曲 広瀬量平 

１.  暁の
あかつき

鐘は響きて 

大いなる 黎明
あ さ

は来
きた

れり 

美
うる

わしき 伝統
つ た え

の基礎
も と い

 

いざわれら ともに築かん 

２.  緑なす 由緒
ゆ か り

の丘に 

咲き出
い

づる 友情の花 

若き血と 力の誇り 

いざわれら ともに讃
たた

えん 

 

３. 光さす 学びの窓に 

永遠
とこしえ

の 真理
ま こ と

求めて 

涯
はて

しなき 理想の旅路 

いざわれら ともに邁
す

進
す

まん 
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(2) 学校の沿革 

昭 56. 4. 1  初代 細井校長(S 56.4.1～59.3.31) 

旧岩沢中学校、旧真人中学校、及び小千谷中学校旧塩殿分校が統合し、さら

に旧吉谷中学校池ケ原学区の生徒を加え、小千谷市立南中学校として発足。 

昭 56. 4.15 市立南中学校開校、竣工式を挙行。 

昭 56.11.18 校旗樹立、校歌制定記念式典。 

昭 57.12.30 飲料水新水源工事完了。 

昭 59. 4. 1 ２代 長谷川清校長(S 59.4.1～61.3.31) 

昭 60.10.20 創立 5 周年式典及び校庭整備 

昭 61. 4. 1 ３代 今井雄介校長(S 61.4.1～62.3.31) 

昭 62. 4. 1 ４代 日岡金一校長(S 62.4.1～H3.3.31) 

平 3. 4. 1 ５代 觧良亮一校長(H3.4.l～H5.3.31) 

平 3.10.20  創立 10 周年記念式典及びクロカンコース完成 

平 4. 9. 1 コンピュータ教室完成  

平 5. 4. 1 ６代 樋熊征夫校長(H5.4.l～H7.3.31) 

平 6.11.26 グランド東側桜植樹 

平 7. 4. 1 ７代 樋口 修校長(H7.4.l～H11.3.31) 

平 11. 4. 1 ８代 稲川 晃校長(H11.4.l～H14.3.31) 

平 12.10.22 創立 20 周年記念式典及び体育館暗幕設置 

平 14. 4. 1 ９代 遠山 昇校長(H14.4.l～H17.3.31) 

平 14.10. 8 給食室拡張完成 

平 15.12. 1 スクールバス車庫完成 

平 17. 4. 1 10代 鷲頭和彦校長(Hl7.4.1～ H20.3.31) 

平 17. 9. 8 灯油集中暖房システム設置 

平 19. 5. 2 体育館南側モミの木植樹 

平 20. 4. 1 11代 清水 明校長(H20.4.l～H22.3.31) 

平 22. 4. 1 12代 水嶋信一校長(H22.4.l ～H25.3.31) 

平 22.10.20 体育館改修工事完成 

平 23. 5.28 創立 30 周年記念式典 

平 23.12.14 校舎大改修工事完成 

平 25. 1.31 新校舎完成 

平 25. 4. 1 南小との校舎一体型連携校開始 

平 26. 4. 1 13代 日岡 求校長(H26.4.l～R2.3.31) 

令元. 8   普通教室エアコン設置 

令 2. 4. 1 14代 渡邊節子校長(R2.4.l～R4.3.31) 

令 3.10.30 創立 40 周年記念式典 

令 4. 4. 1 15代 松村昌幸校長(R4.4.l～) 
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２. 教育目標 

「進んで学び、励まし合い、力を伸ばそう」 

この教育目標は昭和 56年に南中が統合校として新しい歴史の第一歩を踏み出す時に、地域

や父母、先生方の南中生に対する期待を集約して、短いことばで表現したものです。 

 

３. 生徒会の活動 
(1) 活動方針 

・全生徒が参加し、納得のいく活動を通して、「親しみのある生徒会」づくりを目指す。 

・一人一人が生徒会会員であるという自覚をもって、積極的に活動へ参加するよう努める。 

・毎日の生活の中で、常に問題意識をもって、生活を改善・エ夫しながら、委員会の日常

活動の活発化に努める。 

・生徒会と学級との結びつきを強め、全校生徒の意見が取り入れられ反映できる組織づく

りの工夫に努める。 

・活動のねらいや内容を明確に、働きかけを強め、生徒会への関心を深めるよう努める。 

 

(2) 生徒会会則 

平成 21年 3 月 13日改正 

第１章 総則 

第１条（名称） 

本会は暁会という。 

第２条（目的） 

この会は、本校の教育目標の達成をめざし自主的・協力的な活動を通して、よい校風

をうち立て、立派な社会人としての資質を養うことを目的とする。 

第３条（会員） 

本会は、南中学校に在籍する全生徒をもって会員とする。 

第２章 役員 

第４条（役員） 

本会には次の役員をおく。 

会長    １名 

副会長   ２名男女各１名 

事務局員  ２～３名 

第５条（任務） 

１．会長は本会を代表し、会務をつかさどり、決議機関の決定事項を執行する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長不在のときは代理をつとめる。 

３．事務局員は会長の命を受け、企画・運営及び会計・書記等の会務を担当する。 

第６条（選出） 

１．会長・副会長は、全会員による選挙により選出され、校長により任命される。この

選挙は、別に定める選挙規定による。 

２．事務局員は会長が委嘱する。 
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第７条（任期） 

役員の任期は、引き継ぎ会から次の引き継ぎ会までとする。ただし、引き継ぎ会から

3月末日までは、新役員の準備期間とする。 

第３章 機関 

第８条（機関） 

本会には次の機関を置く。 

１．暁会総会 

２．審議部 

① 総務会  ② 専門委員長会  ③ 学級代表会 

３．部長会 

４．選挙管理委員会（特設） 

第９条（暁会総会） 

１．暁会総会は本会の最高議決機関であって、会長が召集し、全会員の三分の二以上の

出席で成立し、議決は出席者の過半数による。賛否同数の場合は議長が決定する。 

２．議長は会長が指名する。 

３．暁会総会は次の事項を決定する。 

①役員の承認  ②会則の改廃  ③活動方針と計画 

④予算の決定と決算の承認  ⑤その他の重要事項 

第 10条（審議部） 

１．審議部は暁会総会につぐ議決機関であって、総務会、専門委員長、各学級の学級委

員によって構成し、議長は互選する。 

２．審議部は会長が招集し、必要に応じて開く。また、臨時に開くこともできる。 

３．審議部は次の事項を審議する。 

① 審議部に提出された議題  ② 規則・細則等  ③ その他緊急重要事項 

４．審議部は、委員の三分の二以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数による。賛

否同数の時は議長が決定する。 

第 11条（総務会） 

総務会は、会長・副会長・事務局員をもって構成し、生徒会活動の企画・運営を担当

する。 

第 12条（専門委員会） 

１．専門委員会の決議機関として、審議部に専門委員長会をおく。 

２．専門委員会は、本会の目的を達成するために専門的な活動をする。 

３．各専門委員会は、委員長が招集し、定例に開く。また必要に応じて委員会を開き活

動する。 

４． 全校生徒はいずれかの委員会に属する。 

５．各専門委員会の委員長は、会長が委嘱する。（応援団長のみ選挙で選出） 

６．応援団長は、全会員による選挙で選出され、校長により任命される。 

７．各専門委員長の任期は、第 7 条の任期に準ずる。 

８．各委員の任期は、4 月 1 日から翌年の 3月 31日までとする。 

９．この会には次の専門委員会をおく。生活・健康・情報。 
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第 13条（部長会） 

１．部長会は部活動の発展をはかる。 

２．部長会は各部長をもって構成し、会長・副会長は部長の互選により選出し、暁会会

長が認証する。 

３．会長・副会長の任期は、第 7 条の任期に準ずる。 

 

第４章 会計 

第 14条 

本校の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31日に終わる。 

第 15条 

本会の経費は、会費とその他の収入でまかなわれる。 

第 16条 

会費の額の変更は、審議部で審議し、暁会総会の決定を得る。 

第５章 付則 

第 17条（兼務の禁止） 

１．役員は原則、兼務できない。但し、学級代表のみ専門委員会との兼務を認める。 

２．各委員長は兼務できない。 

第 18条 

本会の会則の改廃は、暁会総会において出席者の三分の二以上の賛成が必要である。 

第 19条 

本会の各機関の議決事項および会長の委嘱事項は、学校長の承認を必要とする。 

以 上 

 

(3) 組織図 

 （注）※は、生徒の選挙で選出。*は審議部を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暁会総会 

審議部* 

生 活 委 員 会 

健 康 委 員 会 

情 報 委 員 会 

専 門 委 員 会* 

生徒会長※ 

副会長※ 

応援団長※ 

事務局員 

暁会総務* 

3年 A組 

2年 A組 

1年 A組 

学級代表* 

陸 上 競 技 部 

野 球 部 

バレーボール部 

ス キ ー 部 

部活動 

（特設） 

選挙管理委員会 

（特設）応援団 

※生活委員が兼務 
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(4) 各機関の構成と活動内容 

機関名 構成 活動内容 

暁会総会 全校生徒 最高議決機関 

審議部 

総務会 

専門委員長会 

学級代表会 

議決機関 

総務会 
会長・副会長 

応援団長・事務局員 
活動の企画・運営 

専

門

委

員

会 

生活（応援団） 全校生徒希望者 
学校生活や団体行動の規律風紀の維持・向

上、公共物の管理、応援活動、激励会の運営 

健康 全校生徒希望者 健康生活環境の整備、維持改善、奉仕活動 

情報 全校生徒希望者 
学校の文化教養の創造、諸活動の広報・報道

活動、図書館整備 

部長会 各部長 各部活動連絡・調整 

 

(5) 生徒会選挙規程 

平成 16年 1 月 28日制定 

平成 25年 11月 1 日改訂 

第 1章 総則 

第１条 この規定は、南中学校暁会会長、副会長、応援団長の選挙に適用する。 

第２条 この規定の運用は、選挙管理委員会がこれにあたる。 

 

第２章 選挙管理委員会 

第３条 委員が立候補した場合は、代理人を選出する。 

第４条 選挙管理委員会は、次の任務を執行する。 

１．選挙の公示 

２．立候補届の受付と発表 

３．選挙運動の監視 

４．立会演説会の開催 

５．投票の管理および開票の結果発表 

６．選挙の有効、無効の判定 

７．その他、選挙に必要な仕事 

第５条 選挙管理委員会は、選挙日程を作成し、決められた様式により投票日の 14日前ま

でに選挙公示を行う。 

 

第３章 選挙 

第６条 役員の改選は、原則として 11 月とし、選挙は、会長、副会長、応援団長の選挙を

時に行う。 

第７条 立候補は、1 • 2 年生とし、推薦責任者を 1名必要とする。 

第８条 立候補届は、決められた様式により、投票日 7 日前まで、選挙管理委員会へ届け

出る。 
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第９条 選挙運動は、次のことを守る。 

１．個人演説をしてもよい。但し、選挙管理委員会に届け出、その指示に従う。 

２．ポスターは、選挙管理委員会の定められた用紙を用い、決められた場所に掲示

する。 

３．投票当日は、選挙運動は行われない。 

第 10条 次の場合は、選挙違反とみなす。 

１．選挙管理委員が選挙活動をしたとき。 

２．選挙の自由がさまたげられたとき。 

３．選挙運動の規定を守らなかったとき。 

第 11条 違反があった場合、選挙管理委員会は、その候補者を失格させることができる。 

第 12条 投票は無記名とし、投票用紙は、決められた様式のものを用いる。 

第 13条 次の投票は無効とする。 

１．正規の用紙を用いてないもの。 

２．定められた方法で記入してないもの。 

３．何を書いたかはっきりしないもの。 

４．定められた数より多く記入してあるもの。 

５．白紙投票したもの。 

第 14条 有効投票数の過半数をもって当選とする。得票数が過半数に満たない場合は、上

位 2 名で決選投票を行う。 

第 15条 立候補者数が定員の場合は、信任投票を行う。定員に満たない場合は、補欠選挙

を行う。 

第 16条 投票および選挙期間中に不正を認めた場合、誰でも選挙管理委員会に異議の申立

てができる。 

 

第 4 章 付則 

第 17条 この規定の改正は、審議部の議決を必要とする。 

平成 25年 11月 1 日の審議会にて審議の結果、以下のことを適用する。 

１．通院等であらかじめ投票当日に登校できないことがわかっている場合、期日前投票が

できるようにする。 

２．当日欠席の場合は、棄権の扱いとする。 

３．得票数が同じだった場合は、くじ引きによる抽選で決定することにし、再選挙は行わ

ない。 

〔公職選挙法（選挙に関する法律）〕にならうこととする〕 
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４．学校生活の心得 
１ 生活に関すること 
（１）制服について 
  ＜男子＞     

○ 南中指定の制服を着用する。腰パンはしない。 
○ ベルトは黒や茶、紺を基調とした派手でないものを使用する。 
○ 制服を着るときはボタンをしっかりととめる。（儀式的行事の際はホックをとめる） 

－夏季－（６月から９月。ただし移行期間をもうける） 
○ 南中指定の学生ズボンを着用する。 
○ 上衣は南中指定の白半袖ワイシャツとする。開襟

きん

シャツも可。 
   

＜女子＞ 
○ 南中指定の制服を着用する。 
○ リボンは学校指定の学年カラーのものを使用する。 
○ スカートの裾は、膝が隠れる程度とする。腰で折らない。 

－夏季－（６月から９月。ただし移行期間をもうける） 
○ 南中指定の白半袖ブラウス（開襟

きん

シャツも可）とスカートを着用する。 
○ リボンは学校指定の学年カラーのものを使用する。 

 
＜男女＞ 
○ 制服やセーラー服から下に着ているものがはみ出さないようにする。シャツ出しはしない。 
○ 制服の下や袖からカーディガンなど着ているものが出ない。(カーディガンは制服の上に着な

い) 
 

（２）名札について 
  ○ 学校指定の名札を左胸ポケットにつける。制服、半袖シャツともに名札をつける。 
 
（３）靴下について 
  ○ 靴下は白を基調とする（ライン入りやワンポイントマークのものでもよい）。（各学

年共通） 
制服時はくるぶしから１０cm以上のものを着用する。 
体操着時はくるぶしソックス（スニーカーソックス）を可とする。 

 
（４）運動靴について 
  ○ 学校指定の内履きを使用する。内履きは学年カラー（３年間統一）の紐の靴を履く。 

○ 通学用の靴・外履きは特に指定しないが、高価なものは履いて来ない。 
  ○ 靴のかかとをつぶして履かない。 
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（５）防寒対策について 
  ○ 制服・体操着の下に着る防寒のためのカーディガンやセーター、トレーナーの色、

柄に関しては華美でないものとし、裾・襟・袖口からはみ出さない。 
 制服 体操着 説明 
 
カーディガ

ン 

 
 
○ 

 
 
× 

前開き型になっていて、ボタンやファスナーでとめる
ものである。 

 
 
セーター 

 
 
○ 

 
 
× 

頭からかぶって着るもので、前後の開きがない衣類の
総称。 

 
 
トレーナー 

 
 
× 

 
 
○ 

スポーツジムのトレーナーが着ていたことから命名。
頭からかぶるもので、スポーツ系のスウェット生地の
もの。 

○ ネックタイプのアンダーシャツは、部活動の時間以外は着用しない。 
  ○ ジャンパーやパーカーなどの防寒着は、制服の上に着用する。華美、高価なものは避ける。 
  ○ 女子のタイツ・ストッキングは、無地の華美でないものとする。（模様のないもの） 
 
（６）体操着について 
  ○ 学校指定の体操着を着用する。 
  ○ 半袖の腕まくり、シャツ出しはしない。 
  ○ 腰パンはしない。ゴムが切れていたり破けていたりする場合には、速やかに修繕してもらう。

名前の刺繍が取れている、兄弟や譲ってもらったもので、刺繍を直していない場合は速やか
に業者に修繕してもらう。 (長袖、長ズボン・Ｔシャツ・短パンで2～3日かかる) 

  ○ 寒いときは、体操着の下にトレーナーを着用しても良い。色、柄に関しては華美で
ないもの。 

  ○ 体操着は原則として、貸しださない。※健康上の理由や着替えが必要になった場合のみ貸し出す。 
○ 基本的に授業は、制服で臨む。着替えは給食後、昼休みに行う。 

  ※ 午前中に着替えが必要な教科の授業(教科担当が必要に応じて指示する)があった場
合は、以後体操着で生活して良い。1限に体操着で授業をする場合は朝のうちに着
替えても良い。 

 
（７）カバンについて 
  ○ 通常登校の際は、青カバンを使用する。キーホルダーのようなものつける場合は、１つのみとする。 
  ○ 青カバン以外で補助的なカバンについては指定しない。 
 
（８）頭髪について 
  ○ 男女とも、長すぎず、清潔感のある髪型にする。 
  ○ 髪の毛が肩にかかるようなら、ゴム（黒・茶・紺）等で結ぶ。 
    

＜男＞目にかからない・耳にかからない・襟にかからない 程度 
      ＜女＞目にかからない、肩にかかる・まとめられない前髪以外→結ぶ 
            華美・ファッション性を追求しない（中学生らしく、ダンゴなど×） 
  
  ○ 整髪料・香水をつけない。また、パーマ、脱色、染色等をしない。 
  ○ その頭髪で胸を張って外部（入試）に行けるかどうかが基準。 
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（９）その他の身だしなみについて 
  ○ 通学靴は、運動靴が望ましい。 
  ○ 防寒着・雨具は、華美なものや高価なものは避ける。 
  ○ 冬期間は雪道を歩行しても濡れない長靴やスノトレなどで通学することを推奨する。 
  ○ 健康志向や疲労回復に伴う、ネックレスやリストバンドを着用しない。 
  ○ 化粧をしたり、装飾品（ピアス、健康グッズ、ミサンガなど）を身に付けたりしない。 
 
２ 登下校時について 
（１）８：１５までに登校する。（８：１５までに教室で着席している。廊下や玄関にいる場合は遅刻。） 
    ＊欠席・遅刻の場合は、８：１０までに保護者が連絡する。 
  ○ 登校時の服装は原則制服とする。夏場は熱中症予防のため、体操着登校を許可する。 
 
（２）下校時 
  ○ 徒歩通学の生徒もスクールバス時刻までに校舎から出る。 

○ 部活動終了後は、その服装のまま下校してもよい。ただし、部活動休止日は制服に着替える。 
  ○ 寄り道や買い食いをしない。遊びに行くときは、一度帰宅してからにする。 
 
（３）自転車通学について・・・希望者は自転車通学許可願を提出し、その内容を厳守する。 

徒歩生徒は認めない。スクールバスの生徒のみ週休日の通学を
認める。 

  ○ 週休日のみ、許可された生徒は自転車で登下校することを許可する。 
○ 自転車通学の場合は、ヘルメットをしっかりとかぶる。（あごヒモをしっかりとつける） 

  ○ 冬期間、積雪・降雪・凍結がある時は、自転車通学を禁止とする。 
    （通学禁止期間は別途連絡する） 
 
３ 昼食（給食のない日）について 
  ○ 弁当等を持ってくる。飲み物は、水・お茶・スポーツドリンクとする。 
  ○ 自教室で食べることとし、学校外に買いに出ない。（忘れた場合は、先生に申し出る） 
  ○ 自分のゴミはすべて持ち帰る。 
 
４ 学校にお金を持ってくる必要がある場合（通常は、不要なお金を持ってこない） 
  ○ 集金等は、必ず朝のうちに担当の先生に預ける（お金の紛失防止のため）。また、生

徒同士で集金などの受け渡しの無いようにする。 
  ○ 放課後に通院等で、個人的にお金が必要な場合は、先生に預かってもらう。 
 
５ 保健室の利用について 
  ○ 具合が悪い人、用がある人だけが利用する。 
  ○ 保健室に行く前に、次の時間の教科担任に本人が保健室に行くことを伝える。 
  ○ 休養は１時間だけとする。（休養しても回復しないときは、家庭連絡後に早退する） 
   ○ 養護教諭が不在の場合は保健室を利用できない。早退などの対応をする。 
 
６ 学校生活について 
  ○ 生徒玄関で内履きと外履きの履き替えをする。土を玄関に入れないようにする。 
  ○ 小学校の階には用がない場合は、むやみに歩かない。（トイレも同様） 
  ○ 内履きを忘れた場合は、担任の先生か教務室に申し出る。勝手にスリッパを借りない。 
  ○ 携帯用カイロ、マスクは学校で捨てない。また、カイロを投げて遊ばない。 
  ○ 窓への落書きをしない。落書きを見つけたら、ティッシュやぞうきんなどですぐに消す。 
  ○ 部活動の持ち物は活動場所へ持って行き、教室には戻らない。用がない生徒は速やかに下校する。 
  ○ 一旦登校したら、先生の指示が無い限り校地外に出ない。 
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７ 私物の管理について 
  ○ 私物には記名し、自己管理をしっかりする。 
  ○ 傘は、乾燥室の自分の番号のところに置く。（必ず記名をしておくこと） 
  ○ 部活動関係の私物は各自で管理をする。（必ず記名をしておくこと） 
 
８ 授業について 
  ○ タイム学習を心がける。チャイムが鳴らないので、常に時間を意識して行動する。 
  ○ 具合が悪くなったときは、教務室へ行って学年部の先生に申し出る。 
  ○ 特別な場合を除き、昼食後は体育着に着替える。 
  ○ 全校朝会、生徒朝会は制服で参加する。 
 
９ スマートフォン・携帯電話について 
  ○ 原則としてスマートフォン・携帯電話を学校には持ってこない。やむを得ない事情

で持ってきた場合は、朝のうちに担任に預けて帰る際に受け取るようにする。 
  ○ 無断で校内に持参し、通話やメール等を行っていた場合は、機器を預かり、保護者

と話し合いをもった後に保護者の方に返却する。 
  ○ 「南中 SNS利用について」を守り、トラブル〈LINE（ライン）、メール、有害サイト、

SNSなどを介しての〉に関わりをもたないようにする。 
 
 
 
 
 

※LINE や Twitter などの SNSの不適切な利用で悪口などの誹謗中傷や強迫行為、い
じめなどに発展し、犯罪として扱われるケースもある。個人情報の拡散でトラブル
になるケースも増えてきている。また、SNS を介して中高生が事件に巻き込まれ、
監禁されることもある。このように、トラブル解消の手段が、学校教育の範囲を超
える事例も増えているので使用する場合は「家庭でのルール」、「南中 SNS 利用につ
いて」を守り、注意して使用すること。 

 

10 校舎、校具の使用に関すること 

○ 校舎、校具は大切に扱う。 

○ 万一破損したり、紛失したりした場合は、速やかに学級担任に届け出る。 

 

11 その他 
  ○ ゲームセンター・ゲームコーナーやカラオケボックス、ボーリング場、インターネ

ットカフェ、マンガ喫茶などの娯楽施設には、生徒だけで行かない。（その他、トラ
ブルになりそうな場所など） 

  ○ 学校生活に不要なものや貴重品は持ってこない。 
     ＊お菓子、カード類、マンガ、雑誌、スマートフォン・携帯電話、ゲーム機 など 
  ○ 刃物（ハサミ、カッターなど）は持ってこない。必要な場合は職員室で借りる。 
  ○ 友達の家に泊まったり、友達を家に泊めたりしない。（生徒同士の宿泊を伴う旅行を禁止） 
  ○ 生徒同士の金品の貸し借りや物品の売買は一切禁止する。 
  ○ 危険な玩具（エアガン等）を使った遊びを禁止する。 
  ○ 家の人に、行く先や帰宅時刻を告げて外出する。 

○ 学割を必要とする時は、旅行届に記入し届け出る。また長期休業中に学割が必要な

時は、できる限り休みに入る前に届け出る。 

 

 

①他人や自分の画像や動画、個人情報をインターネット上にのせない。 

②傷つく人がいないように利用しましょう。 

③メディアの使用時間は２時間以内。SNSも時間を守って使用しましょう。 

④学習や健康のために家庭でルールを決めて使いましょう。 
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Ｒ5 南中学校の学習について 

学習指導担当 

① 授業を大切にしよう 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

南小中学校学習指導の重点 みなみの聞き方 

前期  後期 

あ  相手を見て  ら    ライティング     （記録） 

い  いい姿勢で  り    リピート         （繰り返す） 

う  動きを止めて  る    ルール         （聞き方あいうえお） 

え  笑顔で  れ    レスポンス      （反応） 

お  終わりまで聞く  ろ    ロックオン      （集中） 

 

★授業の受け方   ※どの授業でも、同じ受け方です。きまりとして守ってください。 
 １ 時間前に着席をして、授業の準備をする。（机上に教科書等の学習用具を出す。ノーチャイム） 

 ２ 授業の始めと終わりには、しっかり挨拶をする。 

 ３ 授業に必要な物、宿題、提出物等の忘れ物をした場合、事前に先生に言う。 

 ４ 私語をしたり、周りの人に迷惑をかけたりしない。勝手に席を離れない。 

 ５ 進んで発言したり、質問したりする。わかったときはうなずく。 

 ６ 音読や発表は周りに聞こえるようにはっきり大きな声でする。 

 ７ 指名されたら、はっきりと返事をして答える。 

 ８ 先生の話や友だちの意見を、へそを相手に向けて目と耳で聞く。 

 ９ 先生が黒板に書いたことを、きちんとノートに写す。 

10 重要だと思ったことをノートや教科書にメモしたり、線を引いたりする。 

 

★“ともに深める授業”＝「とも学」 がキーワード 
 今年度も、南中学校の先生方は「ともに深める授業づくり」を目標に、頑張ります。自分ひ

とりが分かればＯＫなのではなく、友だちと協力して、みんなが理解できるように努めましょ

う。この取り組みが、1 人１人の深い学び（最適な学び）につながります。「とも学」を合言

葉にして授業に参加しましょう。 

 授業の当たり前  ・きまりを意識した良い姿勢、時間前着席、しっかりあいさつ、私語･忘れ物ゼロ 

・自分から積極的に考えを伝える 。 

・説明や話し合い活動での相手の意見や考えをよく聞く。（要点を聞き取ろう） 
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② 家庭学習を充実させよう 
 学習内容は授業時間内に理解するのが理想ですが、確実に身に付けるためには、毎日家庭学

習をする必要があります。南中学校では、目標学習時間が設定されています。目標時間が達成

できるように学習をしましょう。 

 さらに定期テストの前には、いつも以上の時間、学習することが必要です。高校受験を控え

る３年生は、家庭学習の中で受検勉強も計画的に進めていかなければなりません。 

 

 

 

（実際に学習した時間を家庭学習記録表に毎日必ず書く） 

☆１カ月累計 2500分（４月のみ 2000分）達成者は、「優良賞」として賞状を授与します。

昨年度と同様、ピンクの「家庭学習記録表」に毎日記入してください。 

☆家庭学習時間が不足傾向の人には、個別に相談や学習支援を行います。 

 

＜家庭学習のポイント＞ 

１ 時間を決めて学習メニューを考える。     ４ 予習をする。 

２ 自分なりの学習方法を見つける。       ５  復習をする。 

３ 各学年課題（自学ノート等）は必ず取り組む。 ６ 最初に宿題をする。 

③ テストで力を発揮しよう 
  学習したことを確実に身に付けるため、また、学習内容がどれくらい身に付いたか、身に付

いていないのは何かを確かめるために、中学校ではたくさんのテストや診断問題を実施します。

どのテストや診断問題にも真剣に取り組みましょう。 

 

１ 定期テスト（計４回） 

全学年   第１回  ５月３１日（水）  ６月 １日（木） 

全学年   第２回  ８月３０日（水）  ８月３１日（木） 

全学年   第３回 １１月１３日（月） １１月１４日（火） 

３年生   第４回  ２月 １日（木）  

１・２年生 第４回  ２月２１日（水）  ２月２２日（木） 

２ 全国学力・学習状況調査〔３年生のみ〕 ４月１８日（火）５月１１日（木） 

３ ＮＲＴ標準学力調査 ５月１日（月）５月２日（火） 

４ 実力テスト ３年生５回（７・９・１０・１１・１月）２年生２回（１１・３月）１年生１回（ 3 月） 

５ Web配信システム  年間５回＜３年生は３回＞ 

６ 基礎テスト ５教科をそれぞれ年１回ずつ 合計５回 

＊合格は、各教科８０点以上です。合格者には合格証が与えられます。 

＊５教科とも満点獲得者は、３月に「グランドスラム（全部満点）」として表彰します。 

④その他のこと 
○ 朝８：１５～８：２５は朝読書の時間になります。雑誌やマンガは認めませんので、活字

の文庫本などを持参して下さい。なお、原則学習等はできませんが、定期テスト５日前に

限りテスト勉強ができます。 

家庭学習目標平均時間     １日 80分以上 

※宿題・受検教材・自主学習・塾なども含めてよい 
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・悩みごと相談テレホン 

（小千谷市青少年育成センター、市民会館前） 

0258 – 82 - 6771 9:00～16:00 

月曜日～金曜日（休日、日曜日、祝日を除く） 

来談もお待ちしています。 

（県立教育センター） 

025 – 263 - 5319 月曜日～金曜日 

025 - 263 - 4737 9:00～17:00 

・中越いじめ相談電話 

0258 - 35 - 3930 10:00～19:00 

19時をすぎたら、下記の電話番号へ 

新潟いのちの電話（毎日 10:00～24:00) 

〇長岡 0258 - 39 - 4343 

・新潟県いじめ相談メール 

ijime@mailsoudan.org 

〔悩みごと相談〕 

・県警ヤングテレホン 
ツラサハッサンヨクナレ 

025 - 283 - 4970 
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２
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1年生 ２年生 備 備
図書室 室 室 理科室

多目的スペース 西
階

ギ 段
体 ャ Ｗ

ラ ＷＣ ＷＣ ＷＣ ＥＬ Ｃ
育 リ Ｗ

｜ Ｃ
館

よつ葉 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

中央階段

東階段
倉

特別活動室 準 ポ
庫 被 技術室 備 ン

家庭科室
準 準

書庫 服
室

プ 備 備
音楽室

会議室 西 室 室 室

ＷＣ 階
控

ＷＣ 段
用 更衣

室 具 室

体 室 更衣 相談 相談 ＷＣ

室 室２ 室１ ＥＬ

ス 育 ＷＣ 渡
テ ＷＣ り Ｗ
｜ 館 更 放 Ｗ 廊 印 管 電 Ｃ 休

ジ 衣 送 Ｃ 下 刷 理 気 校 歴 憩

室 室 室 員 室 展示室 Ｗ 室 調
室 Ｃ

理

控 更 中 中 小 小 消 乾 小 中

物 衣 校 職 職 校 耗 燥 保 保 室

室 置
室 長 員 員 長 品 室 健 健

室 室 室 室 室 室 室
中央 職 員 児童 生徒

階段 玄 関 玄 関

グラウンドへ

１階

３階

２階

１階
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応援歌 

第一応援歌  作詞 大渕昭三  作曲 関根京子 

１．望みに高なる三百の 若人
わこうど

ここに集い来て 

みなぎる力今ぞ示さん  競え鍛えしこの技を 

あゝ南中の意気高し 

 

２．遥
はる

けき彼方
か な た

八海の 嵐はわれに猛
たけ

るとも 

歌声高く勇みて進め わが行く道に敵はなし 

あゝ南中の意気高し 

 

第二応援歌 作詞 大渕昭三  作曲 関根京子 

１．われらは集うこの丘に    躇む音高く分けゆけば 

ほゝえむ光 行く手に映えて 鍛えしわれら 南中健児 

 

２．朝風かおるこの丘に  いざ立て若人腕を組め 

みなぎる力今こそ示せ  努めよわれら南中健児 
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